社会福祉士及び介護福祉士法施行事務実施要綱


（趣旨）
第１条　この要綱は、社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年法律第30号。以下「法」という。）、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律（平成23年法律第72号）、社会福祉士及び介護福祉士法施行令（昭和62年政令第402号）、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則（昭和62年厚生労働省令第49号。以下「省令」という。）、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令（平成23年厚生労働省令第126号。以下「改正省令」という。）及び社会福祉士及び介護福祉士法施行細則（平成24年岩手県規則第4号）の事務の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

（喀痰吸引等業務の登録の申請）
第２条　法第48条の３第２項に規定する申請書は、登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録申請書（様式第１－１号）によるものとし、次に掲げる書類を添えて知事に提出するものとする。
（1）介護福祉士・認定特定行為業務従事者名簿（様式第１－２号）
（2）申請者が法人である場合は、その定款又は寄付行為及び登記事項証明書
（3）社会福祉士及び介護福祉士法第48条の４各号の規定に該当しない旨の誓約書（様式第１－３号）
（4）登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録適合書類（様式第１－４号）
（5）法第48条の３第１項の規定による申請をしようとする者は、介護福祉士の実地研修実施方法書（
　 様式第１－５号）

（喀痰吸引等事業者登録簿）
第３条　法第48条の５第２項に規定する登録簿は、登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録簿（様式第２号）によるものとする。

（登録喀痰吸引等事業者の変更等の届出）
第４条　法第48条の３第１項に規定する届出は、法第48条の３第２項第１号から第３号までに掲げる事項を変更しようとするときは、登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録更新届出書（様式第３－１号）に、同項第４号に掲げる事項に変更があったときは、登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録変更届出書（様式第３－２号）によるものとする。
２　同条第２項に規定する届出は、登録喀痰吸引等事業者（登録特定行為事業者）登録辞退届出書（様式第３－３号）によるものとする。

（実地研修修了証交付状況の報告）
第４条の２　法第48条の５の登録を受けた者は、毎年４月末日までに前年度中の実地研修修了証の交付
状況を介護福祉士の実地研修実施結果報告書（様式第３－４号）に省令第26条の３第２項第２号のハ
に規定する帳簿の写しを添えて、知事に報告しなければならない。

（認定特定行為業務従事者認定証の交付の申請）
第５条　省令附則第5条に規定する申請書は、省令別表第１号及び第２号研修の修了者にあっては認定特定行為業務従事者認定証交付申請書（省令別表第１号、第２号研修修了者対象）（様式第４－１号）に、省令別表第３号研修の修了者にあっては認定特定行為業務従事者認定証交付申請書（省令別表第３号研修修了者対象）（様式第４－２号）によるものとし、次に掲げる書類を添えて知事に提出するものとする。
（1）社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第３項の各号の規定に該当しない旨の誓約書（様式第４
－３号）
（2）省令附則第４条に規定する喀痰吸引等研修を修了したことを証する書類

（認定特定行為業務従事者認定証登録簿）
第６条　知事は、法附則第11条第１項に基づき認定特定行為業務従事者認定証を交付したときは、認定特定行為業務従事者認定証登録簿（様式第５号）に登録するものとする。

（認定特定行為業務従事者認定証の変更の届出）
第７条　省令附則第７条に規定する届出は、認定特定行為業務従事者認定証変更届出書（様式第６号）によるものとし、次条に規定する認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書（様式第７号）を合わせて提出するものとする。

（認定特定行為業務従事者認定証の再交付）
第８条　省令附則第８条第１項に規定する再交付申請書は、認定特定行為業務従事者認定証再交付申請書（様式第７号）によるものとする。

（認定特定行為業務従事者認定証の返納等）
第９条　知事は、法附則第11条第４項に基づき、期間を定めて特定行為の業務を停止し、又はその認定特定行為業務従事者認定証の返納を命ずるときは、認定特定行為業務従事者認定取消書（様式第８－１号）によるものとする。
２　既に認定証の交付を受けている者が法附則第11条第３項第１号に該当した際の届出は、社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第３項第１号に該当する旨の届出書（様式第８－２号）によるものとする。

（研修機関の登録の申請）
第10条　省令附則第10条第１項に規定する申請書は、登録研修機関登録申請書（様式第９－１号）によるものとし、次に掲げる書類を添えて知事に提出するものとする。
（1）申請者が法人である場合は、その定款又は寄附行為及び登記事項証明書
（2）社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条の規定に該当しない旨の誓約書（様式第９－２号）
（3）登録研修機関登録適合書類（様式第９－３号）
（4）業務規程（法附則第19条第１項に規定する業務規程をいう。以下同じ。）
（5）実地研修の一部を委託する場合においては、当該研修機関に関する資料

（研修機関登録簿）
第11条　法附則第15条第２項に規定する研修機関登録簿は、登録研修機関登録簿（様式第10号）によるものとする。

（登録研修機関の登録の更新）
第12条　法附則第16条第１項の規定により登録の更新を受けようとする者は、登録研修機関登録更新申請書（様式第11－１号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出するものとする。
（1）講師の一覧
（2）講師の氏名及び履歴
（3）研修に必要な施設、備品一覧、図書目録
（4）業務規程
（5）実地研修の一部を委託する場合においては、当該研修機関に関する資料

（登録研修機関の変更の届出）
第13条　法附則第18条に規定する届出は、登録研修機関登録変更届出書（様式第11－２号）によるものとする。

（業務規程の変更）
第14条　法附則第19条第１項に規定する届出は、登録研修機関業務規程変更届出書（様式第12号）によるものとする。

（業務の休廃止）
第15条　法附則第20条の届出は、業務を休廃止する一月前までに登録研修機関休廃止届出書（様式第13号）により行うものとする。

（認定特定行為業務従事者（経過措置）の交付申請）
第16条　改正省令附則第４条に規定する申請書は、認定特定行為業務従事者認定証（経過措置）交付申請書（様式第14－１号）によるものとし、次に掲げる書類を添えて知事に提出するものとする。
（1）社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第３項の各号の規定に該当しない旨の誓約書（様式第４
－３号）
（2）喀痰吸引等に関する研修を修了したことを証する書類（該当するものがある場合）及び修了した研修内容、研修時間等を示す資料
（3）認定特定行為業務従事者認定証（経過措置）交付申請書添付書類①本人誓約書（様式第14－２号）
（4）認定特定行為業務従事者認定証（経過措置）交付申請書添付書類②第三者証明書（様式第14－３
号）
（5）認定特定行為業務従事者認定証（経過措置）交付申請書添付書類③実施状況確認書（様式第14
－４号）

（その他）
第17条　この要綱に定めるもののほか、社会福祉士及び介護福祉士法施行事務に関し必要な事項は、知事が定める。


附　則
この要綱は、平成24年３月６日から施行する。
附　則
この要綱は、平成24年７月26日から施行する。なお、改正前の様式はこの要綱の施行後も当分の間使用することができる。
　　　附　則
　この要綱は、令和元年12月27日から施行する。なお、この要綱に定める様式は、この要綱の施行の日以後に提出するものについて適用し、同日前に提出したものについては、従前の例による。
附　則
　この要綱は、令和３年３月31日から施行する。なお、この要綱に定める様式は、この要綱の施行の日以後に提出するものについて適用し、同日前に提出したものについては、なお従前の例による。
　　　附　則
　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。なお、この要綱に定める様式は、この要綱の施行の日以後に提出するものについて適用し、同日前に提出したものについては、なお従前の例による。






